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河川管理台帳デジタル化方針検討業務 選考委員会議事要旨 

項  目 内     容 

１ 日  時 令和５年12月22日（金）15時40から15時55分まで 

２ 場  所 土木整備会議室 

３ 出席委員 

長田 土木整備担当部長（委員長） 
宮津 道路河川管理課長 
水頭 河川課長 
浅岡 土砂災害警戒推進担当監 
沖田 道路河川管理課参事 
菊田 河川課参事 
胡田 砂防課参事 

４ 議  題 河川管理台帳デジタル化方針検討業務の特定について 

５ 担当部署 道路河川管理課 

６ 開催方法 
１ 参集 

２ 持ち回り 

７ 議事内容 

選考委員会において決定した評価基準に基づき、担当課で採点した「予定技術者の

経験及び業務実施能力」及び選考委員会委員等から選定した審査者が評価した「各提

案者の技術提案評価点（案）」を選考委員会に諮問し、適正な審議の結果、得点が1位

の者を特定することに異論はなく、決定した。 

 

１ 提案者（最優秀提案者：◎） 

  Ａ社 パシフィックコンサルタンツ株式会社 中国支店 

  Ｂ社 朝日航洋株式会社 広島営業所 

  Ｃ社 国際航業株式会社 広島支店（◎） 

 

２ 審査結果 別紙１のとおり 

 

３ 評価基準 別紙２のとおり 

 

  

 

 



公募型プロポーザル方式　技術提案書の特定資料

参考見積
技術者資格等 過去10年間の同種

又は類似業務等の
実績の内容

過去６年間に
完了した業務

の実績

技術者資格等 過去10年間の同種
又は類似業務等の

実績の内容

過去６年間に
完了した業務

の実績

業務の実施方針 評価テーマ（評価視
点の検討・提案）

提示した業務規模を超えてい
ない。提案内容に対して見積

もりが不適当でない。

配点 2点 4点 10点 1点 2点 5点 15点 61点 〇 100点

1 A社 2点 4点 8点 1点 2点 4点 14点 53点 〇 88点 2
2 B社 2点 4点 10点 1点 1点 4点 12.7点 51点 〇 85.7点 3
3 C社 2点 2点 10点 1点 2点 2.5点 13.5点 56.7点 〇 89.7点 1

主幹課

業務名

業務場所

道路河川課

河川管理台帳デジタル化方針検討業務

－

順位業者名

管理技術者 主となる担当技術者 業務実施方針等

評価値

Administrator
タイプライターテキスト
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技術提案書を特定するための基準 
①配置予定技術者の経験及び能力 

評価 
項目 

   評価の着目点 
評価点 配点 

   判断基準 

配
置
予
定
管
理
技
術
者
の
経
験
及
び
能
力 

資
格
・
実
績
等 

資
格
要
件 

技
術
者
資
格
等 

技術者資格等 下記の順位で評価する。  

2 

①・技術士（総合技術監理部門：建設部門の選択科目
に限る） 
・技術士（建設部門：河川・砂防及び海岸、海洋） 

2 

②・ＲＣＣＭ（技術士部門と同様の部門に限る） 
 

1 

③上記以外 選定し
ない 

専
門
技
術
力 

業
務
執
行
技
術
力 

過去 10 年間の同種又は類
似業務等の実績の内容 
 

平成25年11月17日以降公示日前日までに完了した同
種又は類似業務実績を下記の順位で評価する。 

 

4 

① 同種業務の実績がある 
 

4 

② 類似業務の実績がある 
 

2 

③上記以外 選定し
ない 

記載する業務は1件とし、図面、写真等を引用する場
合も含め、１件につき１枚以内に記載する。 
 

 

成
績 

専
門
技
術
力 

業
務
執
行
技
術
力 

過去６年間に完了した業務
の実績 
部門： 
河川、砂防及び海岸・海洋 

国土交通省大臣官房技術審議官通知の委託業務等成
績評定要領に準じて評価している都道府県及び国土
交通省発注業務の「土木関係コンサルタント業務」
３件の平均業務評定点を下記の順位で評価する。 

 

10 
①85点以上 10 
②80点以上 85点未満 8 
③75点以上 80点未満 5 
④70点以上 75点未満 1 
⑤65点以上 70点未満 0 
⑥65点未満 選定し

ない 

配
置
予
定
担
当
技
術
者
の
経
験
及
び
能
力 

資
格
・
実
績
等 

資
格
要
件 

技
術
者
資
格
等 

技術者資格等 下記の順位で評価する。  

1 

①・技術士（総合技術監理部門：建設部門の選択科目
に限る） 
・技術士（建設部門：河川・砂防及び海岸、海洋） 

1 

②・ＲＣＣＭ（技術士部門と同様の部門に限る） 
 

0.5 

③上記以外 選定し
ない 

専
門
技
術
力 

業
務
執
行
技
術
力 

過去 10 年間の同種又は類
似業務等の実績の内容 
 

平成25年11月17日以降公示日前日までに完了した同
種又は類似業務実績を下記の順位で評価する。 

 

2 

① 同種業務の実績がある 
 

2 

② 類似業務の実績がある 
 
 
 

1 

③上記以外 選定し
ない 

記載する業務は1件とし、図面、写真等を引用する場
合も含め、１件につき１枚以内に記載する。 

 

成
績 

専
門
技
術
力 

業
務
執
行
技
術
力 

過去６年間に完了した業務
の実績 
部門： 
河川、砂防及び海岸・海洋 

国土交通省大臣官房技術審議官通知の委託業務等成
績評定要領に準じて評価している都道府県及び国土
交通省発注業務の「土木関係コンサルタント業務及
び国土交通省発注業務の「土木関係コンサルタント
業務」３件の平均業務評定点を下記の順位で評価す
る。 

 

5 ①85点以上 5 
②80点以上 85点未満 4 
③75点以上 80点未満 2.5 
④70点以上 75点未満 0.5 
⑤65点以上 70点未満 0 
⑥65点未満 選定し

ない 
小計  24 
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②実施方針 

評価 
項目 

   評価の着目点 書面＋ﾋｱﾘﾝｸﾞ 
  評価項目  評価点 評価点 

実
施
方
針
・
実
施
フ
ロ
ー
・
工
程
表
・
そ
の
他 

業務理解度 目的、条件、内容の理解度が高い
場合に優位に評価する。 

①正しく理解 3 
3 ②概ね理解 1 

③理解度が低い 0 
実施手順 業務実施手順を示す実施フロー

の妥当性が高い場合に優位に評
価する。 

①妥当性がある 3 
3 

②一部不整合な部分有り 0 
工程表 業務量の把握状況を示す工程計

画の妥当性が高い場合に優位に
評価する。 

①妥当性がある 3 
3 

②一部不整合な部分有り 0 

その他 

業務に関する知識、有益な代替
案、重要事項の指摘がある場合に
優位に評価する。 

①業務に関する知識があり、「有益な代
替案」、「重要事項の指摘と重要事項の指
摘に対する対応」の２つがある。 

3 

3 
②業務に関する知識があり、「有益な代
替案」、「重要事項の指摘と重要事項の指
摘に対する対応」のいずれかがある。 

1 

③上記以外 0 
地域の実情を把握した上で、業務
の円滑な実施に関する提案があ
った場合には評価する。 

①有益な提案有り 
3 

3 
②上記以外 0 

小計  15 
 
③評価テーマ 

評価 
項目 

   評価の着目点 書面＋ﾋｱﾘﾝｸﾞ 
  評価項目  評価点 配点 

評
価
テ
ー
マ
に
関
す
る
技
術
提
案 

的確性 

地形、環境、地域特性などの与条
件との整合性が高い場合に優位
に評価する。 

①整合性が十分ある 16 16 

②整合性がある 8 
③整合性が不十分 0 

着目点、問題点、解決方法等が適
切かつ論理的に整理されており、
本業務を遂行するにあたって有
効性が高い場合に優位に評価す
る。 

①キーワードが十分網羅 16 16 

②キーワードが網羅 8 

③キーワードの記述が不十分 0 

事業の重要度を考慮した提案と
なっている場合に優位に評価す
る。 

①重要度が十分に考慮 8 8 

②重要度を考慮 4 

③重要度の考慮が不足 0 

実現性 

提案内容に説得力がある場合に
優位に評価する。 

①説得力が十分にある 16 16 

②説得力がある 8 
③説得力が不十分 0 

提案内容を裏付ける類似実績な
どが明示されている場合に優位
に評価する。 

①複数の類似実績がある 5 5 

②類似実績がある 3 
③類似実績がない 0 

小計  61 
 
④参考見積に対する確認 

評価項目 評価の着目点 評価点 配点 

参考見積 

提示した業務規模を超えているか、また提案内容に対して見積もりが不適切な場合は特定し
ない － 

 
合計 100 

 




